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社外秘   
 

 

 

  Ⅰ．2024年 6月賞与要求(案) 

Ⅱ．人に関わる諸制度の改定 

Ⅲ．2024年度労使通年協議項目 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 関連グループ支部Ⅱ            

三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 

 

配布対象：社員・メイト社員・フェロースタッフ・エルダー社員・エルダーフェロー 

（出向者を含む） 
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三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 総会 

議事日程 

１. 議長団選出        支部委員長 

２. 書記任命     議長 

３. 開会宣言     議長 

４. 議事運営委員選出      議長 

５. 資格審査報告    議事運営委員長 

６. 議事日程発表・承認   議事運営委員長 

７. 開会宣言     議長 

８. 議事 

第一号議案 審議決定事項 

I. 2024年 6月支給賞与について 

II. 人に関わる諸制度の改定 

 

第二号議案 報告事項 

III. 2024年度労使通年協議項目 

  

委員長挨拶     支部執行委員長 

９. 閉会宣言     議長 
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Ⅰ．2024年 6月支給賞与について 

１．三越伊勢丹グループの動向 
 

１）2023 年度三越伊勢丹 HDS の業績（第 3 四半期時点）   

三越伊勢丹グループの第３四半期（2023年４月～12月）の業績については、百貨店業が基幹店

を中心に好調に推移したことで、総額売上高は前年を上回りました。 

また販管費も売上連動費増があるも経費構造改革による効果から想定よりも抑えることができ

たことから、営業利益は前年差＋163億円の増益となりました。 

＜三越伊勢丹グループ（連結） 第３四半期業績（4月～12月）＞ 
単位：億円 第３四半期業績結果 

実績 前年差 前年比 

総額売上高 9,102 ＋906 111.1％ 

売上総利益 2,384 ＋225 110.4％ 

販管費 1,975 ＋61 103.2％ 

営業利益 409 ＋163 166.7％ 
※三越伊勢丹グループ第 3 四半期業績発表数値より抜粋 

 

２）三越伊勢丹HDS 国内百貨店事業 売上速報（2023年４月～2024年３月累計） 
                                                        ※4 月 1 日 IR より抜粋・引用 

 

・伊勢丹新宿本店・三越日本橋本店・三越銀座店を中心に、引き続き高付加価値商品の売上が牽引し、

売上前年比は㈱三越伊勢丹計で 117.3％、国内百貨店計で 112.5％でした。また、両本店・三越銀座

店の 3店舗共に 9 ヵ月連続で 2018年度を上回る実績で推移しています。 

・カテゴリーではハンドバッグ、宝飾・時計、化粧品等が引き続き伸長しました。衣料品では、ラグジュアリ

ーブランドやデザイナーズブランドを中心に新作の春夏物に動きがあり、オケージョンニーズもみられま

した。食品では、ギフトや手土産需要等で特に洋菓子や和菓子が人気でした。  

・免税売上は春節があった２月を超え、単月で最高額の昨年 12月に次ぐ高水準となりました。全体購買

傾向と同様にラグジュアリーブランドのハンドバッグや財布、宝飾・時計、化粧品など高付加価値商品へ

の関心が引き続き高い傾向になります。     
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＜2023 年 4 月~2024 年 3 月 国内百貨店事業 売上＞ ＊4月 1日発表 IR より抜粋・引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ（以下 IMGS）の動向 
 

2023年 4月～2月までの業績状況については、コロナの５類への移行に伴いカタログギフト市

場は厳しい状況にありました。その中でカタログギフトの売上は伸び悩みました。また SP事業

もグループ各社の受注を承り堅調に推移していたものの、百貨店施策がポイント付与へ変更した

ことなどの影響を受け伸び悩みました。 

その結果 2023年４月～2024年２月までの売上高については前年を上回ったものの予算を下回

りました。また営業利益については 5億 1,000万円と前年・予算共に下回る結果となりました。 

＜IMGS全社業績状況（2023年 4月～2024年 2月累計）＞ 

（単位：千円） 実績 予算比 前年比 

総額売上高 3,702,136 93.9％ 98.4％ 

売上高 1,097,137 92.6％ 101.0％ 

売上原価 155,721 86.8％ 137.5％ 

売上総利益 941,416 93.6％ 96.7％ 

営業総利益 968,916 95.1％ 99.6％ 

販管費 458,837 94.8％ 103.4％ 

営業利益 510,078 95.5％ 96.3％ 

 

 2023年度年間業績については、厳しい環境下にあるもののアクションプランに掲げる“グル

ープ百貨店との連携”により業績を高めるため、首都圏ギフトサロンにおける顧客の利用頻度を

高める施策や、サテライト/地域ショップにおける販促強化を進めたことが一定の成果につなが

りました。また新たな収益獲得に向けた施策として立川店ギフトサロンの業務委託を開始し、サ

ロン内での接客サービス向上と営業総利益を引き上げることができました。 

上記取り組みを進めた結果、年間の営業利益は 5億 3,100万円（予算▲23百万円、前年▲20百

万円）となる見込みです。 
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３．2024年 6月支給賞与要求       
 

・これまでの賞与要求は、業績状況に関わる定量面・定性面の要素を踏まえながら水準を都度設定

し要求する都度交渉をおこなってきました。  

・2023 年度からは、昨年度の春の交渉にて決定した賞与制度に基づき、制度として設定した支給

表の水準をもとに業績評価指標を踏まえて要求する半期交渉をおこないます。 

 

 【参考：2023年度以降の賞与制度】 

◆交渉時期： 年間 2回、12月賞与は 10月ごろ、6月賞与は 4月ごろにおこないます。 

◆仕組み ： 支給表の水準を複数の業績評価指標をもとに検討した上で、要求します。 

  ◆業績評価指標・評価分布・支給表： 

   ・業績評価指標 ※下記は本年度の指標として 2023年 6月賞与時に決定しました 

定量面：総額売上高予算比、総額売上高前年比、売上高予算比、売上高前年比、 

       営業利益予算比、営業利益前年比 

       定性面：アクションプランの進捗 

   ・評価分布（社員・メイト社員） B評価以上を中心とした分布とする 

   ・支給表 ※単位：ヵ月 

    ＜社員ステージ B＞           ＜社員ステージ C＞ 

12月      ６月           12月      ６月    

 

 

    

 

 
           ＜メイト社員＞              ＜エルダー社員＞ 

12月            ６月           12月・6月 

 

 

 
 

 

 

２）2024年 6月支給賞与における組合の考え方 
・2023 年度の営業利益は、カタログギフト市場がダウントレンドにある中、様々な施策をメンバ

ー一人ひとりが取り組んだことにより予算対比で▲20百万円での着地となりました。 

・この間、百貨店の外商セールスと連携した販路の拡大、地域店舗・サテライト店舗のケア、サロ

ンにおける顧客の定着化に向けた接客、三越伊勢丹メンバーと一体となったサロン運営、2024年

４月より刷新する味覚百景の展開にむけた業務など、限られた要員体制の中で、各種施策を進め

つつ収益向上につなげるため日々取り組んできました。 

・上記の結果をもとに各業績評価指標を踏まえ 2024年 6月賞与については、支給表通りの水準を

要求していきます。これにより 2023 年度年間賞与の水準は、2023 年 12 月賞与と併せて支給表

通りの水準となります。 

B2・B1 

2.0 

評価 B2 B1 

S 3.00 2.95 

A 2.70 2.65 

B 2.40 2.35 

C 2.10 2.05 

D 1.80 1.75 

評価 支給ヵ月 

S 2.30 

A 2.10 

B 1.90 

C 1.70 

D 1.50 

評価 支給ヵ月 

S 2.30 

A 2.10 

B 1.90 

C 1.70 

D 1.50 

評価 メイトⅡ メイトⅠ 

S 1.65 1.45 

A 1.55 1.35 

B 1.45 1.25 

C 1.35 1.15 

D 1.25 1.05 

評価 メイトⅡ メイトⅠ 

S 1.65 1.45 

A 1.55 1.35 

B 1.45 1.25 

C 1.35 1.15 

D 1.25 1.05 

支給ヵ月 1.00 

Ｓ評価加算 Ａ評価加算 

0.40 0.20 
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３）具体的な要求内容 
（１）社員ステージＢ 

① 評価分布 

ステージＢの評価分布については、以下の通り要求します。 

平均Ｂ評価以上を中心とした分布とする 

 

② 評価別支給表 

社員ステージＢの賞与については、以下の支給表に基づいて支給することを要求します。 

  

（単位：ヵ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）社員ステージＣ 

① 評価分布  

社員ステージ Cの評価分布を以下の通り要求します。 

平均Ｂ評価以上を中心とした分布とする 

 

② 評価別支給表 

社員ステージ Cの賞与支給表を以下の通り要求します。 

 

                               （単位：ヵ月） 

 

 

 

 

 

   

 ※2024年 4月にメイト社員Ⅱから社員ステージ Cへ転換した者の 

         賞与については、制度に基づき 1.55ヵ月を支給します 

  

評価 支給ヵ月 

S 2.30 

A 2.10 

B 1.90 

C 1.70 

D 1.50 

 

評価 B2 B1 

S 3.00 2.95 

A 2.70 2.65 

B 2.40 2.35 

C 2.10 2.05 

D 1.80 1.75 
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【支給対象・支給基準日・支給方法】 

支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

 

■賞与支給予定日： 2024年 6月 14日（金） 

  

a. 支給対象 

 2023年 10月 1日から 2024年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。 

 ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。 

 その際、欠勤日数・休職日数等は期間中の休日・休暇等を除く実質日数とし、それにより出

勤日数を算出する。 

 なお、賞与日割についてはそれぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。 

b. 基準日 

 本給、役割および資格は、2024年 3月 31日現在とする。 

 ※2024年 4月 1日にメイト社員から社員に転換した者の本給は 4月 1日現在とする 

※2023 年 10 月 1 日から 2024 年 6 月 1 日までにエルダー社員に転換した者は、エルダー

社員としての賞与を支給する。 

c. 支給方法 

 期間中欠勤のない者：本給×評価別支給ヵ月 

 期間中欠勤、休職のある者：本給×評価別支給ヵ月×（出勤日数/所定労働日数） 

 欠勤日数・産休日数・育児休職日数等は、期間中の休日、連続休暇分休日、年次有給休暇を

除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 

 欠勤の算定期間は、10月１日から 3月 31日までの間とする。 

 支給対象者に入らない長期療養者については、労使協議の上決定する。 

 社員に中途採用となったものは、社員としての在籍期間が評価考課期間の 3 ヵ月以上の場

合には賞与支給対象者に含むものとする。 

 

※その他、細部については労使協議の上決定する。 
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（３）メイト社員 

①評価分布  

メイト社員の評価分布を以下の通り要求します。 

平均Ｂ評価以上を中心とした分布とする 

 

②評価別支給表 

メイト社員の賞与支給表を、区分ごとに以下のとおり要求します。 

【支給対象・支給基準日・支給方法】 

支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

■賞与支給予定日： 2024年 6月 14日（金） 

                             （単位：ヵ月） 

評価 メイトⅡ メイトⅠ 

S 1.65 1.45 

A 1.55 1.35 

B 1.45 1.25 

C 1.35 1.15 

D 1.25 1.05 

 

 

 

 

 

 

 

     ※2024年にフェロースタッフからメイト社員Ⅱへ転換した者の 

賞与については、制度に基づき 1.35ヵ月を支給します。 

a.支給対象 

 2023年 10月 1日から 2024年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。 

 ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。 

 その際、欠勤日数・休職日数等は期間中の休日・休暇等を除く実質日数とし、それにより出

勤日数を算出する。 

 なお、賞与日割についてはそれぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。 

b.基準日 

 本給および資格は、2024年 3月 31日現在とする。 

※2023年 10月 1 日から 2024年 6 月 1日までにエルダー社員に転換した者は、エルダー社

員としての賞与を支給する。 

c.支給方法 

 期間中欠勤のない者 ：本給×評価別支給ヵ月 

 期間中欠勤、休職のある者：本給×評価別支給ヵ月×（出勤日数/所定労働日数） 

 欠勤日数・産休日数・育児休職日数等は、期間中の休日、連続休暇分休日、年次有給休暇を

除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 

 欠勤の算定期間は、10月１日から 3月 31日までの間とする。 

 支給対象者に入らない長期療養者については、労使協議の上決定する。 

 メイト社員に中途採用となったものは、メイト社員としての在籍期間が評価考課期間の 

3ヵ月以上の場合には賞与支給対象者に含むものとする。 

 

※その他、細部については労使協議の上決定する。 
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（４）エルダー社員 

①支給ヵ月 

エルダー社員の支給ヵ月を、区分ごとに以下の通り要求します。 

エルダー社員Ⅰ・Ⅱ（時給制）：みなし本給×1.00 ヵ月 

エルダー社員 Ⅲ（月給制）：本給×1.00 ヵ月 

②賞与加算表  

エルダー社員の賞与加算表を以下の通り要求します。 
                        （単位：ヵ月） 

※評価結果については、労使で確認をおこないます。 

【支給対象・基準日・支給方法】 

支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

a. 支給対象  

 2023 年 10 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している

者。ただし、期間中欠勤のあるものは、後述の支給方法にて支給する。 

b. 基準日  

 時間給・月例給は、2024年 6月 1日現在のものとする。 

※2023年 10月 1日から 2024年 6月 1日までにエルダー社員に転換した者は、 

エルダー社員としての賞与を支給する。 

c. 支給方法 

① エルダー社員Ⅰ・Ⅱ（時給制） 

・期間中欠勤のない者： 

みなし本給×1.00ヵ月 

（みなし本給＝時間給×週契約時間×52週／12ヵ月、100円未満四捨五入とする） 

・期間中欠勤のある者： 

月初から月末までの 1ヵ月間にまったく出勤がない場合は、1／6を控除する。 

 

②エルダー社員 Ⅲ（月給制） 

・期間中欠勤のない者：本給×1.00ヵ月 

・期間中欠勤のある者：本給×1.00ヵ月 ×（出勤日数/所定労働日数） 

・欠勤日数・産休日数・育児休職日数等は、期間中の休日、連続休暇分休日、年次有給休

暇を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 

・欠勤の算定期間は、10月１日から 3月 31日までの間とする。 

・支給対象者に入らない長期療養者については、労使協議の上決定する。 

 

※その他、細部については労使協議の上決定する。 

■賞与支給予定日： 2024年 6月 14日（金） 

評価 S加算 A加算

支給ヶ月 0.40 0.20支給ヵ月 
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４．今後のスケジュール 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 内容 

4月 17日（水）・18日（木） 本部執行委員会 

4月 29日（月）～5月 26日（金） メンバーズＶＯＩＣＥ兼総会 

5月 27日（月） 労使協議会 

6月 14日（金） 賞与支給日 
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Ⅱ．人に関わる諸制度の改定 

 

１．2024年度の賞与交渉における業績評価指標の設定  

（対象：社員、メイト社員） 

１）2024年度の賞与交渉における業績評価指標について 

業績評価指標については事業会社の営業利益だけでなく、目標達成に向けた従業員の成果行動

等を考慮した上で総合的に判断していくことが望ましいと考えます。 賞与交渉における業績評価

指標は、定量面：売上高（総額売上高）･営業利益額、予算比及び前年比や、定性面：アクションプ

ランおよび期中取組みの進捗状況を踏まえ支給水準を判断します。 

     

＜2024年度の賞与要求における業績評価指標＞ 

 定量面 ： 売上高（総額売上高）、売上高予算比・前年比、 

        営業利益額、営業利益予算比・前年比 

        定性面 ： アクションプランおよび期中取組みの進捗状況 

  

２）スケジュール 

・4～5月・・メンバーズ VOICE・総会 

・5月 2７日（金）・・労使協議会 

  

審議決定事項 
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２．時給制社員における有給休暇付与日数の按分方法見直しについて 
（対象：フェロースタッフ、エルダーフェロー、エルダー社員（Ⅰ・Ⅱ）） 

 

１）現状について 

・2024年度より全雇用形態の有給休暇付与日数については、グループ各社の水準を踏まえこれまで

の 20日から 22日に付与日数を 2日増やしていきます。 

・またこれまでも出勤日数や契約時間に応じて、各雇用形態の勤務日数や時間を踏まえ、付与日数の

案分を設定しています。2024年 4月からの有給休暇の付与日数に応じた按分については以下の通り

です。 

＜社員・メイト社員> 

 ・入社 1年未満 

入社月 

 
1 ヵ月を平均した 

週所定労働時間 

4月 
5～9

月 
10月 11月 12月 1月 2月 3月 

5日 11日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

4日 7日 7日 4日 3日 2日 0日 0日 0日 
・1年以上 

勤続年数 
1年 

以下 

1年超 

2年 

2年超 3

年 

3年超 4

年 

4年超 5

年 
5年超 週所定労働日

数・時間 

週 5日以上 12日 13日 15日 17日 19日 22日 

週 4日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 
 

  

審議決定事項 
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＜フェロースタッフ> 

 ・入社 1年未満 

・1年以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜エルダー社員Ⅰ、Ⅱ＞ 
勤続年数 

週契約日数 

・時間 

2年以下 2年超 3年 3年超 4年 4年超 5年 5年超 

週 5 日または週 30

時間以上 

13日 15日 17日 19日 22日 

週4日かつ週 30時

間未満 

9日 10日 12日 13日 15日 

週 3日  6日  8日  9日 10日 11日 

週 2日  4日  5日  6日  6日  7日 

＜エルダー社員Ⅲ＞ 

勤続年数 

1年以下 1年超 2年 2年超 3年 3年超 4年 4年超 5年 5年超 週所定労働日

数・時間 

週 5日以上 12日 13日 15日 17日 19日 22日 

週 4日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

 

２）検討のポイント 

これまでも付与日数については勤務日数・時間のバランスを踏まえた按分設定をしてきましたが、2日

増に伴い按分の仕方について、グループ各社の仕組みや各雇用形態間のバランスなどを踏まえ区分

と按分日数を見直していきます。 

初回契約期間 

週契約 

日数・時間 

12 ヵ月 
11～7

ヵ月 
6 ヵ月 5 ヵ月 4 ヵ月 3 ヵ月 2 ヵ月 

 

1 ヵ月 

5日または週 30時

間以上勤務 

11日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

4日かつ週 30時

間未満勤務 

7日 7日 4日 3日 2日 0日 0日 0日 

3日勤務 5日 5日 4日 3日 2日 0日 0日 0日 

2日勤務 3日 3日 2日 1日 1日 0日 0日 0日 

       勤続年数 

週契約日数 

・時間 

1年以下 1年超 2年 2年超 3年 3年超 4年 4年超 5年 5年超 

 5日または週 30

時間以上勤務 

12日 13日 15日 17日 19日 22日 

 4日かつ週 30時

間未満勤務 

 8日  9日 10日 12日 13日 15日 

 3日勤務  6日  6日  8日  9日 10日 11日 

 2日勤務  4日  4日  5日  6日  6日  7日 
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３）具体的な改定内容 

・現行時給制社員における短時間勤務制度について、通常の契約時から勤務日数や勤務時間を減ら

して勤務する仕組みがあります。 

・時給制社員における勤務時間を減らして勤務するメンバーとフルタイムで勤務するメンバーとの整合

性をとるため、時給制社員における有休の付与日数を案分する区分の上限を「週 5日かつ 35時間勤

務」と変更します。また、新たに「5日または週 30時間以上 35時間未満契約」を新設し、その際の付

与日数については以下の通りとします。 

・対象雇用形態は、フェロースタッフ、エルダーフェロー、エルダー社員（Ⅰ・Ⅱ）になります。 

・入社 1年未満 

 ・1年以上 

 

 

４）今後のスケジュール 

・2024年 7月より改定します。 ※覚書で対応 

 

 

初回契約期間 

週契約 

日数・時間 

12 ヵ月 
11～7

ヵ月 
6 ヵ月 5 ヵ月 4 ヵ月 3 ヵ月 2 ヵ月 

 

1 ヵ月 

週 5日かつ 35時

間勤務 

11日 10日 6日 5日 4日 3日 2日 1日 

5日または週 30時

間以上 35時間未

満勤務 

10日 10日 5日 4日 3日 0日 0日 0日 

4日かつ週 30時

間未満勤務 

7日 7日 4日 3日 2日 0日 0日 0日 

3日勤務 5日 5日 4日 3日 2日 0日 0日 0日 

2日勤務 3日 3日 2日 1日 1日 0日 0日 0日 

       勤続年数 

週契約 

日数・時間 

1年以下 1年超 2年 2年超 3年 3年超 4年 4年超 5年 5年超 

週 5日かつ 35時間

勤務 

12日 13日 15日 17日 19日 22日 

5日または週 30時

間以上 35時間未満

勤務 

11日 12日 14日 16日 18日 20日 

4日かつ週 30時間

未満勤務 

 8日  9日 10日 12日 13日 15日 

3日勤務  6日  6日  8日  9日 10日 11日 

2日勤務  4日  4日  5日  6日  6日  7日 
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３．キャリア形成支援の整備（ネクストキャリア制度の導入）について  

（対象：社員） 

 

１）キャリア形成支援制度の整備に関するこれまでの取組み 

多様化するメンバーのキャリア志向を踏まえ、各種サポートする制度をグループ各社で導入しています。 

IMGSにおいてもキャリア形成につながる各種制度を導入してきました。 

 

＜参考：社員におけるキャリア形成支援制度＞ 

制度名 概要 

自己申告制度 働く上での業務や進路、異動希望や自己啓発、キャリアプランにつ

いての意見や意思を会社に伝える制度。会社は確認した上で、中

長期的な人材の育成に活用 

グループ社内公募制度 新規プロジェクトや業務拡大時などの人材ニーズをもとに、職務遂

行に必要な能力、意欲のある人材を公募する求人型の制度 

グループチャレンジ申告制度 希望する役割や業務内容に対して、自らを生かすことのできる経

験、能力を具体的に申告できる休職型の公募制度 

グループライフイベント転籍制度 ライフイベントの変化により国内の他の地域へ転居せざるを得ない

場合において、その地域のグループ内他企業に雇用する制度 

グループ内出向者転籍制度 一人ひとりのキャリアの実現と生産性の向上を図ることを目的とし

た、本人の希望によりグループ内他企業で雇用する制度 

ライフイベント再雇用制度 多様な働き方の選択肢を増やすことを目的として、ライフイベントを

事由に退職した者を再び雇用する制度 

カムバック再雇用制度 個人の自律的なキャリア形成及び多様な人材の活用を推進するこ

とを目的として、円満退職した者を再び雇用する制度 

 

２）ネクストキャリア支援制度の導入に向けて 

役割成果主義の推進を補完するキャリア形成支援の仕組みについては、グループ各社で導入している

制度を IMGSにおいても導入してきました。 

その中で、現在未導入である“ネクストキャリア支援制度”についても、メンバーの多様な働き方に対応す

るため、24年度中の導入に向けて協議を進めていきます。 

               ※主な検討ポイント：対象雇用形態、 年齢・雇用形態（資格）ごとの水準、など 

３）今後のスケジュール 

2024年度上期中に協議を進めつつ総会での審議が終わったのち、10月を目途に導入

する方向で協議を進めていきます。 

 

報告事項 
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Ⅲ．2024年度の通年協議項目について  

 通年協議は“労働福祉ビジョン”の考え方を踏まえ進めていきます。 

2024年度の主な項目は以下の通りです。 

項目 議論のポイント 

ネクストキャリア制度導入に向けて 

グループ各社と比較しキャリア形成支援制度として、

ネクストキャリア制度は未導入であることから、24年

度上期を目途に導入に向けた協議を進めていきま

す。 

中長期的な視点での要員体制の

あり方について 

中長期的な経営戦略の実現にむけて必要な要員

構成を踏まえた採用計画や要員体制、教育プログ

ラムの進捗について確認をしていきます。 

エルダー社員制度の見直し 

IMGS における要員構成や事業運営上の課題を踏

まえつつ、グループでの議論も参考にしながら、エルダ

ー社員における区分と役割並びに処遇について見直

しに向けた協議をおこないます 

各雇用形態における人事制度に

関するルールの整備 

人事制度ガイダンスによる運用ルールに関する発信

をおこないます。併せて現行ルールに関する整備（メ

イト⇒社員転換時の処遇について、ステージ C-t制

度の整備、ストック有休の取得事由の拡充、など）

を項目だしからおこない、状況を踏まえた上で改定に

向けての協議をすすめていきます。 

職場風土改革 職場における心理的安全性を担保できることと、総

実労働時間の短縮と業務改善につながる情報発信

に取り組みます。特に有給休暇の付与日数増による

影響については現場の状況を把握していきます。 

労働時間管理 

ハラスメント撲滅に向けた取り組み 

 

  

報告事項 
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＜参考：三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ直轄分会 労働福祉ビジョン＞ 

 

 

  

三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ
直轄分会

労働福祉ビジョン
    年 月

関連グループ支部 Ⅱ

三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ

直轄分会
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労働福祉ビジョンの位  け

今  成する労働福祉ビジョン 、 た を      を  え、 決す    に

対して中期的（３～５年）に対 す  項目について三越伊勢丹ギフト・ソリューション

ズとしての方向 を してい  す 

合わ て、人に関わる諸制度の   決に向けた対 と    の方向 を  えた 、

                 としての る   の実 に向けたロー  ップを 成

し の実 に計 的に  組み す  

  

【労働福祉ビジョンの位  け 】

 ２年 とに設定する 運動方  と 三越伊勢丹グループ労働組合基本   を

つな 、労働福祉における分 別中期計 として位  け す  

   合いとして 、会社に組合の  を  しな  、メン ーと に   組み

内容の 有  を  実  を高 る の す  
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 た を      
  

 た を      について 、   ロ  イルスの  を け、 費行動     

 する中 、 売業    な  を け、 費者の  行動の      て しい状況

を  な    した     年   月以     動の   の動    、   上向

  し 見  、 人 費について 人出の     に    とを  に ービス 費

を中心に   向とな  した 今後、  の   に   人 費   基  見   

てい す 、 行       な状況  いてお 、 たな    の     費行動

の なる   予    す 

日本  アフター ロ 期に たる     ～     年 実         

と成長 見   てい す   以  人   ・高  に

 る  を け、成長   する 労働   の向上 働 

方改 に   給  の         成長 プ ス基

 を  する見 み す 

 価     ～     年度  平均      、     ～     年度  平

均     とプ ス の      と  定  てい す 

       に  労働人 の   すすみ、人      

な状況にな  す  の中 、 成Ａ を  した    

に   ア業  の人  入  む と  定   す 
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 社を      
  

グループの目指す方向として  お  

 の  しを  にする   別な    

 を中 とした 売 グループ  と中

期計  発表し した  

 の実 に向けた直  年 の計  

、３つのフェ  ズに分け      

グループ連        に向けて

グループリソースを     す  

組みを  てい す  

 た、上記 営方 の と 働 メン

 ーに対して 、人  を高 るた 

         営人 ・高度  人

 の 成 を  してい  と 発 

  てい す 

     益  を見直す改  お ない

業績を  向上して  した 、今後   

  以上に日 の売上 業績を  する体 

とな てい す  の中    の 度向上

 グループ 連  に     し 、  的な

 益    求   てい  す  加えて 

の のグループにおける     の準備  を 

 てい  とにな  す  

     、直 の    年      年 月に けて実 した  改 に  、   のグループ   

を中心とした タログ販売を中心とした 業とな  した   の後中期の 営方   中期計  を

 定し  グループの み  る    の価       全  ャネル を  した タログギフトビ

ジネス 、 社  プ イ ーとグループ   （  と 報）の       となる と 、グループ

売上、利益を    すると定  した   の実 に向けて  タログギフトの利   に向け   

ーソ ル    法人 要  グループ   の  を目指してい  す  

【三越伊勢丹グループ】

   に向けて

【三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ】

    決算  会資     

    の価 ：  に     た  ・ 心 全、  基 

     ：グループ   の  を  に プ イイ ーとの交渉を行い 、 要に  て事業会社

として 果的、 つ  にに 費  する と 、グループ売上、利益の   を る  
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ビジョン 定の考え方  

ビジョン 定に向けて 、 業 目指す中期 営計 の とに働 メン ーの る  

 を定 てい  す  の上 、実 に向けた労働福祉（ 業員 働 上 定 る人に関

わる諸制度）に関する内容を４つの   に分けて 定し す 

 項目に関する   以下の通 にな  す 

 定に向けた   

 ーフテ ーネット  心して業 に 事する と   るた の  

福利   業  業員  の  に対して  する  以 

の報   ービス

人事  制度  業員の    に関するし みの    の支 

いの  となるルール

働 方 働  とに関する考え方 業  行上 るルール
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３つの  にしたい考え方

労働  の中     す            、 の

前 に  業・事業の      にな  す 実 に向け

て 、 人の つ を   発 すると に、 社の成長・

発    の  に  る と  、 営対  動を  

とした  組みについて   を   す 

   の   を   する

 準の 上 を  社会的に  位  る 準を目指し す 

 た、 業 社の     を みな  労働  について 

 位  る 準を目指し す 

労働   社会的に  位  る 準

を目指す

  形    ・  い、    な 、メン ーの   

を  え、   の いを  の   向上に  るた 、

 組みの  ・運 の整備に 組み す 加えて、メン ー

一人 と の働 方     る    の実 を目指し 

す 

   を に える

        た の  を  し ける と の実 に向け、三越伊勢丹グループ 

働 メン ー 長期 にわた 高い   ーションを  な  成果を上 てい た 

 ３つの  にしたい考え方  を し、    の 定 とつな てい  す 

 定に た     として  にしたい考え方



23 

 

 

 

  
考え方を  えた４つの   の イント

社会的な  の    む中、全 業員の る   心・ 

ーフテ ーネットに対する  組み   して てい す 

 心して働ける  を整備する とを通 て 人の  を  

 発 する とを  にしてい とと に の の   向上

に  てい  す 

 ーフテ ーネット

 業員の ーズ を  えな  三越伊勢丹グループ  業

としての福利  の 実を  、全 業員の  度  業の

  度向上に  てい  す 

福利  

  と 事の  （ ーク イフ  ンス）を実 しつつ、

  にわた て 心して長 働  け  るた の 組みの

   運 の整備をする と 、働 選     、  実 

    の向上に  てい  す 合わ て、 の の全 業

員の定   向上      の向上に  てい  す 

働 方

グループの成長・発 に 、 の い   るメン ー一人

 と の   い・働  いを実 し、   を高 るた の

 組みの  と  な運     とな  す グループにお

いて、  と成果を基 として運 している   成果   

を ースとしな  、グループ・ 業の  、働 方と  と

の整合     た人事  制度の  と の  な運 に

  組み す 

人事  制度

 定に向け、３つの  にしたい考え方に  いた    の イントについて 、

以下の通  す  

４つの   の イント
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具体的な   との      

【 る   】

     前   る   ール    会社     年に設 し、    年に   ール 事  会社に 

号を  し した 、三越の 事会社として  い事業を 開して  した   の後  会社エ テイ

エ 、  会社  との合 を て  に  、前   含 ると   年以上の  の る会社 す  

    タログギフトを中心にギフトに関わるビジネスを 開してい す 、    ンダー、   

 、 入  な    なビジネスを 開する 事会社 した   の後、  な     改 を  越

え直   営業    成  る 業とな   に   す  

  した、    の  を  したメン ー 、  人  つ       し合 ス シャリスト

としての  、  に  しつつ  を  にする価  、    を  越えて た  とのつな 

 を  て、  の    見 えつつ日 の業 に  してい す  

          目標 成 

      支      

   Ｓのメン ー 、     にしている価  と 、会社（事業） 目指す目標の 成に向け 

 組み  を  つつ 、 の  ンス   にして働    みといえ す  

 た  全社   る   ール ールス ーソン  の方 の と 、  の いを た にする 

ービスを  するとい  ッションをお い       の業    し合える  にするた 

 配 し合い     目指す目標を 成し合  とし した  

 メン ーとして考える る   

  る   に向けて

 る   を実 するた に以下の３つの  組みを    の    と  て  てい  と 

 要と えてい す  

中期 営計 お  アクションプ 

ンを全社  有

 社における  な制度  組みの

  につな る 宣  報発 

    につな る  ュ ケーシ

ョン 会の 出
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  【 ーフテ ーネット】の目指す 

グループ  える ーフテ ーネットとして 、 心して働  と   るた の    の    

       の 組み    す   た     、  とい た  人  つ イフに関わる と

と 事を  出 る 組みの  を  てい す  

上記と  て     として考える、 心して働 事  る    の目指す  、      している

事を  な  働  け  る   と考え す  業の方  諸制度の  内 、   働 上   

ない とを いに認 合いな  働  と   る  を目指してい  す  

上記を  えた目指す の実 に向けて グループ全体   る ーフテ ーネットの 組みに加え 、

    の整備と  の高位平準 につな る  の 会 設けてい  要  ると えてい す  

     している事を

  な  働  け  る

目指す を実 するた の    

  ・出   ・   に る制   る中    い、働

  いを  て働  と 出 る  の整備を  てい  す

  のた に     制度の  と利   に向けた 宣を

お ない す 加えて  な働 方 の対     を高 る

 とにつな る 組みについて、 度  してい  す 

   支援に向けた 組み

  な  、スキルを  たメン ー １つの ー として

目標に向 い  組むた に 、組  を高 てい スキル 

求    す  ー を と る ネジメント 、組  働 

 と 求   る 員 （  ）   なけ  な ないルー

ル  要な  を 一 する と 業 上のスト スを  す

ると に    働ける  を実 してい  す 

  ー  向上につな る  の実 

全てのメン ー  タログギフトの売上向上を  するた 

に 、会社   組  いる内容を全員に 有する体制を  

する 要    す   す に全員   の発  、 部 

の 事を社内 ール 発 してい す 、今後  報 有の 

 と、 の 報を  の業 に  してい  と  要と え

てい す 

 会社に関する 報の発 



26 

 

 

 

 

  

【福利  】の目指す 

社会   含 福利  の     している中 、グループとしての福利  （制度・ 組み・ 設 ）

の整備を、    、  、  の     組  い す  

 社の  を  えると制度以 の  支援につな る   支   （ ネフ ット  支援制度 、フル

タイ     支援      制度 な ）の認 度を高 る と    てい  と  要と えてい 

す  た 社 定 る福利  に関する制度内容を  え 社の制度整備をお ない す  

加えて、業   含 た  のスキルアップにつな る  を につけるた の  ート 、社内の  

ュ ケーション   につな る ービスの実 に向け  してい  す  

スキルアップと 暇の

  ート  実している

目指す を実 するた の    

 状の  ・  ・  に関する制度の認 度を高 るた 

  ート  の内容を とに全社  報発 をしてい  す 

  に  全員  る と   的な ーズ の対  対象

者   し すい  にしてい  す 

   支   の 宣

 暇の  し方   人の イフスタイルに   な  す

        す 暇を に 実した のにするた グルー

プリソース   した  メ ュー（ ネフ ットステーショ

ン な ）の 宣な をお な てい  す 

  暇の 実

   ュ ケーションの

   につな る  ート

 タログギフトに関する業 を       組む中、  

内の  ュ ケーション     要な要 と えてい す 

 のた 、一人 と のつな  を  るた の  ートに

ついて  してい  す 
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【働 方】の目指す 

 事に対する価    イフ      ンス 社会的     している中 、 人  働  い、  

 い を  て  と に    る  な   の高い働 方    要にな てい す  

 社における働   の前 として 、  に みを    改  お ないつつ営業      し

て  に   す 、 の しい時期を  して たメン ー           してい す  加えて

 の時 の  に対 した方 に基   営計 を 実に 行して た  人の   、    における

 み  ると えてい す   の みを       しつつ 、日 の業 を通 て  と ー 、

 の の会社の成長を全員 実 する働 方を目指してい  す  

日 の業    と

 ー の成長につな  ている

目指す を実 するた の    

働 方につな る  制度（労働時 、  形 な ）につ

いて 、グループ イ  イン  社制度と比 しつつ制度の

整備を  てい  す  

 働 方に関する制度の向上

   の高い ー の    に 心 的 全 を  する

 と  要と えてい す  のた 心 的 全 に関する 

宣、日 業 における  するた の 組み、な を 業 社

の事  参考にしな    てい  す   に     い

を  日 業 に    る  を実 してい  す 

 心 的 全 を  した  の実 

  成プログ  の設定と実行

    における求   る人   期   な について 、

人事制度 イダンスを  する と   を  てい  す 

 の上 、 社におけるキャリアイメージを具  する の

 成プログ  を実行してい  す  た  人のキャリアに

対する いを     な   認し、一人 と のキャリアイ

メージ 考 しつつ 成を  てい  す 



28 

 

 

 

  【人事  制度】の目指す 

人事  制度  本給   成  評価  賞与 を として    、  の関連 を  えて 、

グループの 通の考え方  る    成果  人事  制度  を ースに  をお ない す  

 の上 、グループ・ 業における人事  制度の   向上に向け 、本給・賞与 準について   

 の高い 組みの  を目指してい  す  

 社における人事  制度について グループの方向 と  に  制度の運 を 、     した目

標に向 い  組み 、 中    認と  ートを けつつ  的な成果に対して  に    てい

る状   る   と えてい す   のた 、 業方    とし   る  人の目標設定内容に

  し、 行した成果   に評価  る状 を目指してい  す  

組  の  ・  の成果 

 平に    ている

目指す を実 するた の    

  年度  半期交渉の賞与制度 スタートし、  に関する

す ての制度 スタートし した 今後        評価

期 中に  組  成果   に      ている状 にす

るた  制度の  ッシュアップをお な てい  す   

に    の    営の方 を  えた制度の見直しにス 

ー  を  て対 する とに  てい  す 

   制度の  ッシュアップ

グループ 社 導入している評価制度の運  スタートし 

した  の評価制度について 、目標設定な の運  含 た

制度の  を し   する とに  、   を に高 て

い と えてい す  の 、  制度について     を

  る  組みを  運 の 度を高 てい  す 

 制度の  と運 の 度向上

   を  えた たな 組みの   

    の事業  の  上、  人   案   業全体の業

績に与える     い体 に   す   した  を  

え、 状の制度以 に 人  ー   成した成果を    

する 組み                 
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